
平成２５年１２月１８日

子ども家庭部保育課

資料５

共同委員長設置に係る小金井市公立保育園運営協議会設置要綱の一部改正について

小金井市公立保育園運営協議会設置要綱の一部を改正する要綱新旧対照表

改正要ポ岡

王
一 乱行要綱

(委員長）

第５条 協議会の委・
民。臣、-1-ＡをＴ、ノゼ坦已生Ｐ己ログテ、←吟－１－＞、武司、Ｉ

び子ども家庭部長の２人をもって充てる

旦委員長は、共同で協議会を主宰する

(会議）

｡

。

第６条協議会の会議は、委員長が共同で招集する。

｣された者及

２協議会の会議の運営については、委員長の問で協議して定める。

付貝'１

この要綱は、平成２５年１２月１１日から施行する。

Ｐ､□

(委員長及び畠I|委員長）

第５条遥議会に委員長及び高'1委員長を置く

２委員長は子ども家庭吉
､Ｐ

◎

長とし、畠'１委員長は第３条第１号の委員
、５ｔ二Ｗ'１１Ｐ､万;理l了ｌ‐l/Ｗ十三Ｗ〕ス

且委員長は、協議会を主宰し、委員長に事故があるときは、畠'|委
員長がその職務を代理する
(会議）

。

第６条協議会の会議は、委員長が招集する。

２協議会の会議の運営については…委員長と畠Ｉ委員長.の問で協議
して定める。

」
勺


